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（別添１） 

 

令和７年度地域振興の核となる人材育成講座開催業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名 

  令和７年度地域振興の核となる人材育成講座開催業務  

 

２ 目的 

農山村地域では、農作物の生産条件が不利なことや、生活環境が整っていない等の理由

により、多くの地域で人口が減少傾向にある。 

一方、住民自ら、あるいは地域外からの移住者により、その地域が有する魅力を再認識

して地域活動を維持・発展させ、特色のある活動を展開している地域もある。 

そこで、過去の人材育成講座に参加した地域リーダーが所属する地域又は市町村が推薦

する地域の中から３地域を選定し、地域リーダーに密着し、リーダーが中心となって地域

課題を解決するための農村型地域運営組織（以下「農村 RMO」という。）を形成できるよう、

農家と一般住民の協議の場の設置、住民説明会の開催及び将来ビジョン作成等までの一連

の流れを支援する「地域密着型課題解決講座」を開催する。 

また、農家民宿運営者等を対象に、相互の情報交換等により、農家民宿の先進的な取組

や誘客に必要となる個別スキルについて学ぶ「スキルアップ講座」を開催する。 

 

３ 委託期間 

  契約締結日から令和８年３月 19日まで 

 

４ 契約限度額 

  ２，６９６，７６０円以内（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

 

５ 委託業務の内容 

委託業務の内容は、次のとおりとする。なお、これらの事項は委託者が想定する必要最

小限のものであり、具体的な内容は提案に基づき、委託者と受託者が協議して決定するも

のとする。 

 

（１）地域密着型課題解決講座 

県と相談の上、過去の人材育成講座に参加した地域リーダーの所属する地域又は市町

村が推薦する地域の中から３地域を選定し、県及び市町村と協働して次の業務を実施する

ものとする。 

ア 業務内容 

   ①実施地区の選定（３地区） 

②地域の状況調査 
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③地域説明会の開催支援 

④将来ビジョン等の作成支援 

⑤上記①～④以外でリーダー育成又は農村 RMOの組織化に資する業務 

  イ 対象地区 

多面的機能支払交付金又は中山間地域等直接支払交付金に取り組んでおり、過去の

人材育成講座に参加した地域リーダーの所属する地区又は市町村が推薦する地域 

  ウ 実施方法 

   ①過去の人材育成講座に参加した地域リーダーの所属する地域又は市町村が推薦する

地域の中からの農村 RMOが組織化される可能性の高い地域を３か所選定する。 

②地域や自治体担当者への聞き取り等により、農家集団（営農組合、生産部会、集落協 

定など）や地域住民団体（まちづくり協議会、自治会、社会福祉協議会、PTA など）

の活動状況、農村 RMOの理解度や推進意向等を把握する。 

③地域リーダーが開催する地域説明会の内容に対する助言を行うとともに、当日の司

会進行を引き受けるなど、合意形成に向けた支援を行う。 

   ④地域リーダーが実施する農村 RMO の組織化に関係した将来ビジョンや事業計画書等

の作成について、必要に応じて助言又は提案を行い各種申請等をサポートする。   

エ 契約限度額 

    １，９９６，７６０円以内（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

 

（２）スキルアップ講座 

ア 業務内容 

 ①企画 

②講師の選定、交渉及び手配 

③受講者の募集及び取りまとめ 

④資料作成 

⑤会場準備及び講座の進行 

 ⑥受講者に対するアンケート及び取りまとめ 

イ 対象者 

農家民宿運営者等 

ウ 内容 

  農家民宿運営者等相互の情報交換等により、農家民宿の先進的な取組や誘客に必要

となる個別スキルについて学ぶ講座とする。 

エ 開催回数 

  １回程度 

オ 講座のテーマ 

技術提案書に記載の提案内容を基に、委託者と受託者が協議の上、決定する。 

カ 受講者数 

40名程度/回 
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  キ 契約限度額 

７００，０００円以内（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

 

６ 実施体制 

（１）本業務の実施に当たり、必要に応じて適正な人員を配置することとし、事業の進捗状

況を適宜委託者に報告する等、委託者との連絡を密に行い、事業の進捗を管理する総括

責任者を１名配置すること。ただし、専任である必要はない。 

（２）本業務の実施に当たり、会計、人事管理等の庶務に関する担当者を明確にすること。 

（３）本業務の実施に当たり、スタッフの配置、責任の所在、連絡体制等を明確にした実施

体制表及び事故、自然災害など緊急事態が発生した場合に備えた危機管理体制、対応方

法等について、書面を委託者に提出すること。 

（４）総括責任者は、やむを得ない場合を除いて変更しないこと。 

 

７ 業務委託費の範囲 

業務委託費には、上記に関わる業務に必要な人件費、報償費、旅費、宿泊費（事業参加者

及び自治体職員等に係る経費は含まない。）、会場費、消耗品費、企画立案費、調査・打合せ

業務等に要する経費を含むこととする。 

 

８ 業務実施について 

受託者は、契約締結後速やかに、業務の進め方や講座の内容等について委託者と協議し

承認を得ること。また、業務の実施に当たっては、委託者、対象とする市町村等と十分協議

した上で行うこと。 

 

９ 納品物及び納品場所 

（１）納品物 

   委託業務完了報告書（紙媒体 1部、電子データ一式） 

   各講座の実施概要、状況が分かる写真を添付した報告書を作成すること。 

（２）納品場所 

  岡山県農林水産部農村振興課 

   〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下２丁目４番６号 

 

10 支払条件等 

全ての業務が完了し、委託者の実施する全ての検査に合格した後、受託者からの請求に

より一括して支払う。ただし、受託者からの申し出により、本業務の遂行上必要があると

認められるときは、一部を前払いすることができる。 

 

11 業務の履行に関する措置 

（１）本業務（再委託した場合を含む。）の履行につき著しく不適当と認められるときは、委
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託者は受託者に対して、その理由を明示した書面等により、必要な措置を取るべきこと

を要求することができる。 

（２）受託者は、上記要求があった場合は、当該要求に係る事項について対応措置を決定し、

その結果を要求があった日から 10日以内に委託者へ通知しなければならない。 

（３）受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、委託者は契約

の取消しができる。この場合、委託者に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。 

（４）災害その他の不可抗力等、委託者及び受託者双方の責に帰すことができない事由によ

り業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定

期間内に協議が調わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除

できるものとする。 

（５）委託期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円

滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を延滞なく提供することとする。 

 

12 契約に関する留意事項 

（１）受託者は、本業務の全部を第三者に再委託、又は請け負わせてはならない。本業務の

一部を第三者に再委託する場合は、再委託先の業務内容、体制及び責任者を明記し、予

め委託者に報告し承認を得なければならない。 

（２）本業務の実施に伴い第三者との間に発生したトラブルに対しては、責任をもって対処

すること。また、本業務を行うに当たり、第三者に損害を生じさせた場合は、当該第三

者に対する損害の賠償の責任を負わなければならない。 

（３）受託者は、本業務（再委託をした場合を含む。）を通じて知り得たデータ等、全ての情

報について、秘密を保持するとともに、契約目的以外に使用してはならない。また、委

託業務終了後も同様とする。 

（４）受託者は本業務の実施にあたり、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57

号）を遵守し、個人情報の保護については十分留意し、漏えい、滅失及びき損等を生じ

ないこと。 

（５）著作権等に関すること 

ア 本業務により得られた成果は委託者に帰属するものとする。 

イ 本業務で制作・納品された成果品を期間の制限なく無償で、インターネット、印刷

物、ＤＶＤ、講演・講習、放送番組等のあらゆる媒体、手段、手法により、公表（公開、

配布、放送等）することができるよう、二次利用可能な権利関係に関する調整を行うこ

と。 

ウ 本仕様書により制作された成果品の全ての著作権（著作権法第２７条及び第２８条

の権利を含む。）は、全て委託者に帰属するものとする。 

エ 受託者は、委託者が認めた場合を除き、成果品に係る著作者人格権を行使できない

ものとする。 

オ 成果品については、第三者の知的財産権を侵害していないことを保証すること。な

お、第三者が有する知的財産権の侵害の申立てを受けたときには、受託者の責任（解決
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に要する一切の費用負担を含む。）において解決すること。 

（６）ただし、以下の著作物に該当する場合は、前項の適用を除外する。 

   ・受託者や再委託先が所有しているマッチングサイト 

（７）本委託業務の実施に要した経費は、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経費と明確

に区分して整理し、常にその収支の状況を明らかにし、委託業務の完了の日の属する年

度の翌年度から起算して５年間これらを保管しなければならない。 

（８）その他、業務実施過程において契約内容に疑義が生じた場合、又は仕様書に定めのな

い事項が発生した場合については、委託者と受託者との間で誠意をもって協議し、委託

業務の内容を決定するものとする。 


